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加曽利貝塚体験プログラム実施業務委託仕様書  

 

１ 委託名  

加曽利貝塚体験プログラム実施業務委託  

 

２ 委託目的  

 この委託は、特別史跡加曽利貝塚において週末、祝日および博物館が主催するイベント開

催時に、気軽に楽しみながら縄文文化に触れることができ、事前予約なしで参加できる魅力

的な体験プログラムを企画・運営することで、集客力の向上とリピーターの獲得につなげる

ことを目的とする。 

【参考：直近６年間の参加者数】 

・令和２年度：１，８１２人 

・令和３年度：４，４４２人 

・令和４年度：３，２９１人 

・令和５年度：４，９４６人 

・令和６年度：６，０４９人 

・令和７年度：６，５００人（見込み） 

 

３ 適用範囲  

本仕様書は、千葉市（以下、「発注者」という。）が実施する「加曽利貝塚体験プログラ

ム実施業務委託（以下、「業務」という。）」に関し、必要な事項を定める。  

 

４ 委託期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※体験プログラムの実施スケジュールは別紙「実施スケジュール」のとおり 

  

５ 業務委託料  

８，５００，０００円（消費税込み）を上限とする。 

なお、支払方法は月ごとの完了払いとするが、必要に応じて協議するものとする。 

 

６ 業務内容  

 （１）体験プログラムの企画・立案及び運営 

以下の条件を踏まえ、統括責任者(１名)と業務管理者(１名)の主導のもと、次のア

とイ、ウの体験プログラムの企画・立案及び運営を行う。 

・縄文時代をテーマとする。 

・対象年齢は、５歳前後以上を目安とする。(大人も満足できる内容であること



   

2 

 

が望ましい) 

・イについては、延べ人数で年間２，０００人に対応できる内容とすること。 

・事前予約不要で随時受付とすること。 

・感染症などの予防対策を念頭に置きつつ、世情に合わせ適切な対応手段を整え

ておくこと 

・発注者の意向に都度対応できるよう、必要と想定できる準備を整えておくこと。  

・イについては、別表１「既存のプログラム」と重複しないものとすること。 

・イについては、工作以外の体験も提案の範囲に含めるものとする。 

・イで機材や器具等が必要となる場合は、業務を受注した者（以下、「受注者」

という）が用意すること。 

・体験場所における光熱水費は、発注者が負担する。 

・発生し得る傷害及び賠償責任について保険に加入すること。（保険料は委託費

に含み、契約後に保険証書写しを提出すること） 

・実施に際しては、実施マニュアルを作成し、発注者の承認を得ること。 

・実施する中で生じた疑義や問題点は発注者と協議の上、速やかに解決すること。 

体験学習終了後にアンケートを実施・回収を行うこと。なお、アンケートの詳細

は、受注者が整え、発注者の承諾を得ること。 

ア 発掘体験の実施  

（ア）内容 加曽利貝塚博物館で実施していた「土器ドキ発掘体験（所要時間２時間

半）の内容を参考に２０分程度の簡略プログラム案を発注者が用意し、

受注者と協議の上、詳細を決定する。 

※発掘調査の道具（移植ごて・竹べら・刷毛・コンテナ）は発注者が

用意し、軍手等の消耗品は受注者が用意すること。 

※荒天などにより実施できない場合は、室内（土器ドキ縄文ラボ）で

イの屋内体験を行う。 

（イ）日程 ４月から３月の最終週の土曜日(12月除く)、および博物館の指定した日 

      別紙の実施スケジュール「●」印の日（１１回）、および、「★」印の日

（９回）の計２０回 

      午前１０時から午後３時（最終受付：午後２時半） 

（ウ）場所 体験発掘ひろば ※体験前解説は、土器ドキ縄文ラボ 

（エ）対象 主として 5歳前後～小学校 6年生 

（オ）実施日の人員配置 

２名体制／日を目安とする。 

 現場管理責任者１名、指導スタッフ１名、合計２名 

イ 屋内体験の企画・運営 

（ア）内容 具体的な内容は受注者が提案するものとする。ただし簡易かつ平易に体

験でき１回２０分程度で完了するものとする。また、材料に残部が生じ
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た場合や、体験に使用するために製作した道具など一式は発注者へ納品

すること。委託期間内に体験材料が不足した場合は、発注者と協議する

こと。 

 なお、提案内容には、別表２の一覧にある過去のプログラムコンテンツ

に準ずるプログラムも含むものとする。またかそりーぬの改変を伴わな

い範囲において、親子向けに、時節（クリスマスや正月等）をとらえた

屋内体験のオプションの付加(例えば、かそりーぬとサンタクロースや

クリスマスツリーを並べた塗り絵の実施、かそりーぬと正月の縁起物を

並べた塗り絵の実施など)の提案（デザイン作成も含む）を行うことも好

ましい。 

（イ）日程 ４月から３月の日曜日・祝日、および博物館の指定した日 

      別紙の実施スケジュール「○」印の日（６４回） 

午前１０時から午後３時（最終受付：午後２時半） 

（ウ）場所 土器ドキ縄文ラボ 

（エ）対象 主として 5歳前後～高校生、および同伴保護者が体験できるもの 

（オ）実施日の人員配置 

   ２名体制／日を目安とする。 

    現場管理責任者１名、指導スタッフ１名、合計２名 

  ウ イベント時の工作等体験の運営 

（ア）内容 館主催のイベント開催時に土偶ペーパークラフト他の工作体験時の指導

を行う。各体験で使用する素材・道具類・マニュアルは、発注者が用意

し、消耗品は受注者が事前に用意するものとする。 

（イ）日程 ａ令和８年５月３日(日･祝)・４日(月・祝)・５日(火･祝) 

      ｂ令和８年８月１２日(水)・１３日(木)・１４日(金)・１５日(土) 

      ｃ令和８年１０月２４日(土)・２５日(日)         計９日間 

       ただし、天候、その他の事由で変更・中止とする場合がある。 

（ウ）場所 便益施設および土器ドキ縄文ラボ 

※実施場所は、イベント開催時期によって異なる可能性があるので、その都度

発注者と協議を行うこと。 

※季節や感染症発生状況等によっては、屋外での実施となる可能性もあるの

で、必要に応じて発注者と協議すること。 

（エ） 工作体験の種類は、以下の通りとする。 

   土偶ペーパークラフト、スクラッチアート、ポップアップカード、ミニ粘土工 

作、組ひもづくりの中から４種類/回 

   ※別紙の実施スケジュール「★」印に上記の中から４種類を適宜振り分けて実 

   施予定 

   所要時間：３０分程度/回 
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（オ）対象 

   主として５歳前後以上  ※小学校低学年・未就学児は、保護者同伴  

（カ）事前研修 

イベント時体験を指導するにあたり、受注者に事前の研修を行うものとする。 

※事前研修を１回実施。研修以降は、受注者において研修内容を業務従事

者が実施できるようにしておくこと。 

（キ）実施日の人員配置 

９名体制／日（現場管理者１名・指導スタッフ８名）を目安とする。 

ａ５月３日～５日の間（縄文春まつり開催時）※まつりは５月５日のみ 

 現場管理責任者１名、指導スタッフ２名×４体験 合計９名 ３日間 

ｂ８月１２日～１５日の間（夏休み縄文ウィーク開催時） 

 現場管理責任者１名、指導スタッフ２名×４体験 合計９人 ４日間 

ｃ１０月２４日・２５日の間（縄文秋まつり開催時）※まつりは 10月 24日のみ 

 現場管理責任者１名、指導スタッフ２名×４体験、合計９名 ２日間 

なお、以下についても留意すること。 

・発注者からの貸与品や、指定された必須の消耗品以外の機材や器具等が必

要となった場合、受注者が用意すること。 

※貸与品は後記の（ケ）を参照 

・体験場所における光熱水費は、発注者が負担する。 

・実施に際しては、発注者が作成した実施マニュアルを順守すること。 

・実施する中で生じた疑義や問題点は、発注者と協議の上、速やかに解決す

ること。 

（ク）当日対応 

実施日当日の先着順で受講者を受け付け、参加希望多数の場合は整理券を配

布するなど、円滑に運営できるよう差配し、体験学習終了後にアンケートの

実施・回収を行うこと。 

（ケ）発注者が貸与可能な物品 

 組みひもづくり関係 

   中コンテナ・テント用敷きマット 

（コ）発注者が用意する消耗品類 

     土偶ペーパークラフト、スクラッチアート、ポップアップカードの工作素材 

（サ）受注者が用意する消耗品類 

 ＜１＞組ひもづくり 

  毛糸・ハサミ・輪ゴム・ビニール袋等 

   ※毛糸等の事前準備は、受注者が行う。 

   ※事前準備の仕方などについては、発注者と協議すること。 

＜２＞粘土工作 
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  ミニ粘土（焼成を必要としない粘土） 

※粘土素材・工作内容については、発注者と協議すること。 

     ＜３＞組ひも以外の工作体験の実施時に必要なもの 

        スティックのり、輪ゴム、セロテープ（メンディングテープも可） 

        両面テープ、マスキングテープ 

     ＜４＞発掘体験用のぼり旗 １本 

        ※のぼり旗製作時に、文字などについては、発注者と協議すること。 

 

（２）体験プログラムの広報 

  ア チラシの作製 

  （ア）規格 

   チラシ ：Ａ４判 両面カラー コート紙  ３，０００枚 ※最低数 

※データも納品すること。データ納品形式は「.ai」「.pdf」他が望ましい。（要相談）  

（イ）デザイン等  内容及びデザインについては、発注者と協議の上、決定すること。 

（ウ）納入場所   加曽利貝塚博物館 

（エ）納入期限  契約締結日以降のなるべく早い時期 

  イ その他の広報 

 広報の仕方や媒体は、受注者の提案とする。集客に寄与するならば、その種類は問わ

ないものとするが、とりわけ子ども・家族連れの新規来場者増につながる広報媒体と 

その広報の仕方が具体的に提案されていることが好ましい。 

（３）体験プログラム・イベント時体験の実施場所の管理に関する業務 

   体験環境を快適かつ清潔な状態に維持するため、適宜清掃を行い、必要に応じて感染

症対策を行うこと。なお、必要な機材・道具類は受注者が用意すること。 

（４） その他実施に係る業務 

   ア 各プログラムの実施状況を日報として記録すること。 

   イ 発注者が用意したアンケート用紙により、各プログラムの参加者へアンケート

を実施し、回収・集計・分析すること。 

   ウ 上記ア・イをとりまとめたものを実施報告書として、月ごとに発注者に提出する

こと。 

   エ アンケート結果の分析から、提案や改善点などを抽出し、報告することが望まし

い。 

 

７ 成果物  

（１）各種体験プログラムの実施  全８４回（別紙「実施スケジュール」参照） 

（２）体験プログラム素材など    ２，０００人分 ※工作の場合 

                 工作以外の場合は、実施に必要な道具類一式１０

セット程度とする。 
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                 ※体験プログラム用簡易マニュアルデータ含む 

（３）チラシ        ３，０００枚 

（４）チラシデータ        編集データ（トンボあり・なし、PDF推奨） 

（５）実施報告書       １部 

※使用する書式については、受注者が案を作成し、有効なものを適宜定めること。 

※体裁は、本契約締結後、発注者と協議して決定することとする。  

※（５）は、月次報告をふまえ、年度末に総まとめとしての実施報告書を指す。 

※月報は、翌月に請求書などと合わせて提出することを基本とする。 

  （５）については電子データも納品すること。（形式は要相談） 

８ その他運営上の要件  

（１）実施体制  

統括責任者及び業務管理者を置き、業務全般の活動を一元化すること。  

また、労働関係法、その他法令等を遵守し、従事者に適切な労働環境(休憩時間等)

を提供すること。 

（２）契約後の業務  

プロポーザルは、受注者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務にお

いては、発注者と協議を重ねながら業務実施計画を作成し、その計画に沿って実施

すること。  

（３）情報の提供  

発注者が所有する業務の遂行に必要なデータ等について、契約締結後、受注者の

求めに応じて提供する。 

  （４）緊急事態対応 

  プログラム実施時の緊急事態に対応できるよう体制を整えておくこと。 

 

９ 納入場所  

千葉市立加曽利貝塚博物館 

〒264-0028 千葉市若葉区桜木８－３３－１  

 

１０ 権利関係  

（１）本業務における成果物の取扱い  

 本業務の履行に係る成果物（印刷物・データ・工作物・製作道具類・のぼり旗等）

の所有権は委託期間後においても全て発注者に帰属する。  

（２）著作権・知的財産権の使用  

ア 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合

は、受注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。  

イ アにかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りでない。  

 （３）再委託について 
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   ア 受託者は、全ての業務を他の事業者に再委託しないこと。業務の一部を第三者 

に再委託しようとするときは、事前に発注者の承認を得なければならない。 

イ 受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に対し、本仕様書 

に定める受託者の義務と同様の義務を負わせるとともに、発注者に対して、再 

委託先の全ての行為及びその結果に対して責任を負うものとする。 

 

１１ その他  

（１）受注者は、作業スケジュール、作業内容及び作業従事者を明らかにすること。また、

業務の進捗状況については、発注者に適宜報告すること。  

（２）業務の遂行に起因し、第三者に損害を与え、第三者から苦情があった場合には、受

注者において損害賠償、または苦情処理の措置を講じること。 

（３）受注者は本業務の実施にあたって個人情報を取り扱わないものとする。」 

（４）本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議のうえ、

その指示に従い業務を進めるとともに、発注者は業務期間中いつでもその業務状況

の報告を求めることができるものとする。  

（５）委託期間中、発注者に報告すべき事項（事故など）が発生した場合は、すみやかに

発注者に報告すること。また、その体制を事前に整えておくこと。 

（６）再委託については下記の要件を満たすことを条件とする。 

  ア 業務における「主たる部分」を再委託していないこと。 

  イ 「主たる部分」とは、設計書の「項目」中、「企画立案・全体統括」「統括責任者

１名」「業務管理者１名」を指す。 

  ウ 「業務の一部」を再委託する場合、事前に発注者に書面にて承諾を得ること。 

  エ 再委託した場合は、再委託の相手方に対して指揮監督出来ること。 

  オ 入札内訳書においてこれらが確認できるものを提出すること。 

 


